
新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ 県は，介護サービス事業所・介護施設等において，関係者との緊急かつ密接な

連携の下，新型コロナウイルス感染症の感染機会を減らしつつ，必要な介護サービ

ス等を継続して提供できるよう，通常の介護サービスの提供時では想定されないか

かり増し経費等について，介護サービス事業所・介護施設等（仙台市内に所在する

介護サービス事業所・介護施設等を除く。以下同じ。）の事業者に対し，予算の範

囲内において新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業費補助金（以

下「補助金」という。）を交付するものとし，その交付に関しては，令和２年度介

護保険事業費補助金（令和２年度補正予算分）交付要綱（令和２年６月１２日厚生

労働省発老０６１２第１号厚生労働事務次官通知），新型コロナウイルス感染症に

係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱（令和２年５月

１５日老発０５１５第１号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。）

及び補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２ この要綱において「通所系サービス事業所」とは，介護保険法に定める通所介

護事業所，地域密着型通所介護事業所，療養通所介護事業所，認知症対応型通所介

護事業所，通所リハビリテーション事業所，小規模多機能型居宅介護事業所（通い 

サービスに限る。）及び看護小規模多機能型居宅介護事業所（通いサービスに限

る。）をいう。 

２ この要綱において「短期入所系サービス事業所」とは，介護保険法に定める短期

入所生活介護事業所，短期入所療養介護事業所，小規模多機能型居宅介護事業所

（宿泊サービスに限る。），看護小規模多機能型居宅介護事業所（宿泊サービスに

限る。）及び認知症対応型共同生活介護事業所（短期利用認知症対応型共同生活介

護に限る。）をいう。 

３ この要綱において「介護施設等」とは，介護保険法に定める介護老人福祉施設，

地域密着型介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護医療院，介護療養型医療施

設及び認知症対応型共同生活介護事業所（短期利用認知症対応型共同生活介護を除

く。），老人福祉法に定める養護老人ホーム，軽費老人ホーム，有料老人ホーム並

びに高齢者の居住の安定確保に関する法律に定めるサービス付き高齢者向け住宅を

いう。 

４ この要綱において「訪問系サービス事業所」とは，介護保険法に定める訪問介護 

事業所，訪問入浴介護事業所，訪問看護事業所，訪問リハビリテーション事業所， 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所，夜間対応型訪問介護事業所，小規模多 

機能型居宅介護事業所（訪問サービスに限る。），看護小規模多機能型居宅介護事 

業所（訪問サービスに限る。），居宅介護支援事業所，福祉用具貸与事業所及び居 

宅療養管理指導事業所をいう。 



５ この要綱において「介護サービス事業所」とは，通所系サービス事業所，短期入

所系サービス事業所及び訪問系サービス事業所をいう。 

    

（交付対象等） 

第３ この補助金の交付対象となる事業は次のとおりとし，補助基準額，補助対象経

費，補助率及び補助金交付額の算定方法は，別表のとおりとする。 

（１）  介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業 

     令和２年１月１５日以降に，以下のイからホまでに掲げる介護サービス事

 業所・介護施設等が，関係者との緊急かつ密接な連携の下，感染機会を減ら

 しつつ，必要な介護サービスを継続して提供する事業（福祉用具貸与事業所

 を除く。） 

    イ 県から休業要請を受けた通所系サービス事業所，短期入所系サービス事

業所 

    ロ 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等

（職員に複数の濃厚接触者が発生し，職員が不足した場合を含む。） 

     ハ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所，短期入所系サービス事業

所及び介護施設等 

     ニ イ，ロ又はハ以外の通所系サービス事業所（小規模多機能型居宅介護事

業所（通いサービスに限る。）及び看護小規模多機能型居宅介護事業所 

（通いサービスに限る。）を除く。）であって，当該事業所の職員により，

居宅で生活している利用者に対して，利用者からの連絡を受ける体制を整 

えた上で，居宅を訪問し，個別サービス計画の内容を踏まえ，できる限り 

のサービスを提供した事業所    

（２）  介護サービス事業所等との連携支援事業 

令和２年１月１５日以降に，（１）のイ若しくはロの介護サービス事業所・

介護施設等又は感染症の拡大防止の観点から必要があり，自主的に休業した

介護サービス事業所の利用者の必要な介護サービスを確保する観点から，休

業した事業所等と緊急かつ密接な連携を行いつつ，休業した事業所等の利用

者の積極的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行う事業 

 

 （交付の申請） 

第４ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は，別記様式第１によ

るものとし，その提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類

は，次のとおりとする。 

（１）所要額調(別紙１－１) 

（２）積算内訳書（別紙１－２） 

（３）その他知事が必要と認める書類 

 

 （交付の条件） 



第５ 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。 

（１） 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は，変更

の理由が生じた後速やかに，別記様式第２により申請し知事の承認を受けな

ければならない。ただし，当該変更が補助金の額に変更を来すことのない変

更であるときは，この限りでない。 

（２） 補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，別記様式第３により申

請し知事の承認を受けなければならない。 

（３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合においては，その事実が判明した後速やかに知事に報告し，その指

示を受けなければならない。 

（４） 補助事業により取得し，又は効用の増加した価格が３０万円以上の機械，

器具及びその他の財産については，補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令第１４条第１項第２項の規定により厚生労働大臣が別に定め

る期間を経過するまで，知事の承認を受けないで，この補助金の交付の目的

に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，担保に供し，又は廃棄しては

ならない。 

（５） 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には，そ

の収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

（６） 補助事業により取得し，又は効用の増加した財産については，補助事業の

完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに，その効率

的な運用を図らなければならない。 

（７） 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の

場合を含む。）には，別紙様式第４により，遅くとも補助事業完了日の属す 

る年度の翌々年度６月３０日までに速やかに知事に報告しなければならない。 

    なお，補助金にかかる仕入控除税額があることが確定した場合には，当該

 仕入れ控除税額を県に返還しなければならない。 

 （８） 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，当該収入及び支

出について証拠書類を整理し，かつ，当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の 

確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には，その承認を受けた 

日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし， 

事業により取得し，又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の財産があ 

る場合は，前期の期間を経過後，当該財産の財産処分が完了する日，又は補 

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号 

の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日 

まで保管しておかなければならない。 

 

 （実績報告） 

第６ 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は，別記様式第５

号によるものとし，その提出期限は，同条第２項の規定により，補助事業の完了の



日若しくは廃止の承認の日から１月を経過した日又は補助金の交付決定のあった日

の属する県の会計年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い日とする。 

２ 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない

書類は，次のとおりとする。 

（１）精算書（別紙２－１） 

（２）実績報告書（別紙２－２） 

（３）その他知事が必要と認める書類 

 

 （完了した事業に係る交付申請及び実績報告） 

第７ 第４から第６までの規定にかかわらず，交付申請の時点で既に完了した事業に

ついて交付申請する場合は，規則第３条第１項及び第１２条第１項の規定により，

補助金交付申請書兼実績報告書を提出するものとし，その様式は，別記様式第６号

によるものとする。なお，その提出期限は，知事が別に定める日とする。 

２ 前項の補助金交付申請書兼実績報告書に添付しなければならない書類は，第６第

２項に掲げる書類とする。 

３ 前２項の場合において，規則第５条の規定により付する条件は，第５（４）から

（８）までに掲げる条件とする。 

 

（補助金の交付方法）                          

第８  補助金は，規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。 

ただし，知事は，事業の遂行上必要があると認めるときは，規則第１５条ただし書

の規定により概算払により交付できるものとする。 

 

 （補助金の取消し） 

第９ 規則第１６条第１項の規定により，補助金の交付決定を受けた者が補助金等の

他の用途への使用をし，その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又 

はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく知事の処分に違反したときは，

補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

２ 前項の規定は，補助事業について交付すべき補助金の額の確定後においても適

用することがある。 

 

 （補助金の返還） 

第１０ 補助金の交付を取り消した場合において，補助事業の当該取り消しに係る部 

分に関し，既に補助金が交付されているときは，規則第１７条第１項の規定により，

期限を定めて，その返還を命ずるものとする。 

２ 補助金の額を確定した場合において，既にその額を超える補助金が交付されてい

るときは，期限を定めて，その返還を命ずるものとする。 

 

 （書類の提出部数） 

第１１ この要綱により知事に提出する書類の部数は，各１部とする。 



 

   附 則 

１ この要綱は，令和２年７月２７日から施行し，令和２年１月１５日から令和２年

度末までに実施する事業に係る補助金に適用する。 


